
 

 

 

 

 

変更理由 

 

① 職員トイレ、体育館トイレにおいて壁タイル及び下地を撤去し仕上げを行ったところ、開口枠、サッシ額縁より仕上げ材が出てしまうため、アルミ窓枠

及び壁見切を追加するもの。 

② 南舎トイレにおいて埋設配管新設し水圧試験をかけたところ南舎トイレ外部の既設配管が破損したため、補修するもの。 

 


